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【意見書】 

環境社会配慮ガイドライン改定に向けたレビュー調査 
中間報告書案への意見・コメント 

 
	 本年 1月 11日の国際協力機構（JICA）環境社会配慮助言委員会第 98回全体会合で公表された、
「環境社会配慮ガイドラインレビュー調査	 中間報告書案」について、具体的な記載の変更の提案

も含め、以下の点について意見・コメントを提出します。 
 
	 まず、環境社会配慮ガイドライン（以下、ガイドライン）レビュー調査（以下、レビュー調査）

の事実関係は、JICA が確認した情報を元に構成されており、異論のあった外部アクターからの意
見が十分反映されておりません。私たちは、ガイドライン改定に向けた議論における論点の抽出に

あたり、JICA の見解とは異なる意見こそ、論点とすべきか否かの検討材料として、レビュー調査
のなかで併記され、今後の建設的な議論に繋げるべきであると考えます。 
 
	 たとえば、ミャンマーのカテゴリA案件「ティラワ特別区(Class A区域)開発事業（案件No. 4）」
とカテゴリB案件「ティラワ地区インフラ開発事業 （案件No. 36）」について、私たちが 2017年
8月 28日付要請書（参考資料含む）で指摘した事実関係や課題・教訓は、現レビュー調査本文（中
間報告書案②）や主要な論点（案）を記した別添 1（中間報告書案③）に反映されていません。今
回のガイドライン改定に向けたプロセスのなかで、私たちが個別案件を基にガイドラインに係る問

題点を指摘しているのは、今後、他案件で同様の問題が起きぬよう、ガイドライン改定が必要か否

か、あるいは、その他の対処方法が必要であるか否かが議論されるべきであると考えているからで

す。したがって、外部からの意見についても論点にするべきか否かを整理・分析する、具体的には、

別添 1（中間報告書案③）で示されているような主要な論点（案）が作成されるべきです。 
 
	 また、現地調査対象案件である「ベトナム南北高速道路建設事業（案件 No.24）」や「ティラワ
地区インフラ開発事業 （案件No. 36）」では、現地調査を行った案件でありながら、被影響住民に
聞き取りを行った形跡がみられません。私たちは、この点についても、論点の抽出を目的としたレ

ビュー調査として不十分であると考えます。現地調査にあたっては、被影響住民に対する聞き取り

を行うのはもちろんのこと、実態把握をするために、相手国政府機関を通さぬ形で住民への聞き取

りを行うなど工夫をすべきです。 
 

環境GLレビュー調査資料②　中間報告書案に対するNGO意見・コメント



	 調査後半では、上記の点に留意し調査を続けていただくよう要請いたします。 
 
なお、上記ティラワ 2案件の、調査アイテムおよびその調査結果を記した資料「JICA環境社会
配慮ガイドラインのレビュー調査アイテム」および「要請書・国際協力機構（JICA）の環境社会
配慮ガイドライン改定に向けたレビュー調査に関する要請への確認結果／回答」に対する意見・コ

メントについては、別紙にて提出いたします。 
 

 
連絡先: 

特定非営利活動法人メコン・ウォッチ 
〒110-0016 東京都台東区台東 1-12-11 青木ビル 3F  

Tel: 03-3832-5034, Fax: 03-3832-5039 
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環境社会配慮ガイドライン改定に向けたレビュー調査・中間報告書案・補足資料への意見・コメント	

【別紙】	

	

2019 年 1 月 25 日	

	

作成：国際環境 NGO	FoE	Japan	

メコン・ウォッチ	
	

＜補足資料全体に係る質問事項＞	

・資料名が「JICA 社会配慮ガイドラインのレビュー調査アイテム」となっているが、調査アイテムをリストしたもので

はなく、調査アイテムについて調査した結果を記した資料であるため、資料名を変更すべきではないか。	

	

	

１．JICA 環境社会配慮ガイドラインのレビュー調査アイテム	

	 	 No.004	 ミャンマー：ティラワ特別区（Class	A 区域）開発事業について	

	

＜質問事項＞	

p.1	

番号（内部）9	

・環境レビュー結果（＝事前評価表）の情報公開状況について、「有」とのみ記載されているが、本案件の区域 A の事前評価表は、

環境レビュー結果の情報公開ページで公開されたのが、すでに出資契約締結から 3 年以上経った 2017 年 9 月であった。こうした

ガイドライン運用状況の実態については調べないのか。	

	

p.2	

番号（内部）10	

・EIA、RWP や環境モニタリングの公開時期について、「公開中」と記されているが、「時期」であるので、いつからか等も記載す

べきではないか。	

	

・環境モニタリングの公開場所や言語について、「ウェブサイト」および「英語」との結果が記載されており、明らかに現地住民

のアクセスにとって障害があると思われるが、そうした公開状況になっていることについての理由は調べないのか。	
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・社会モニタリングの公開について、「合意なし」とされているが、その理由は調べないのか。	

	

番号（内部）21	

・現地ステークホルダーとの協議の際の配慮状況の確認について、2014 年 6 月の異議申立後の状況しか記載がないが、その前の

状況についても調査して、記載するべきではないか。	

	

p.3	

番号（内部）21	

・住民協議について、2013 年 2 月以降の記述しかないが、同年 1 月末に「立退通知」（14 日以内に立ち退かない場合は、30 日間

の拘禁）が出されている件についても言及すべきではないか。	

	

p.4	

番号（内部）34	

・「ゼロオプションが記載されていない」点、および、その理由が記されているが、経済的観点からの理由のみが強調して書かれ

ている。環境社会的な観点からの検証も必要ではないか。	

	

p.5	

番号（内部）57	

・移転実施委員会や生計回復プログラム実施委員会、TCC 会合について言及されているが、その委員会・会合の存在だけではなく、

実効性（当初はどれも一部住民にしか周知されていなかった点など）についても検証が必要ではないか。	

	

p.6	

番号（内部）68	

・EIA に関するステークホルダー協議で、住民に「参加を呼びかけたものの、参加する者がいなかった」との記載があるが、理由

の検証も必要ではないか。	

	

p.8	

番号（内部）75	

・住民移転計画の協議内容や使用言語について、「ビルマ語」との記載があるが、ヒンズー語の必要性について検証すべきではな

いか。	

	

番号（内部）76	
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・対象者との文書合意について「有」と記載されているが、合意文書の作成プロセス、合意取付プロセスやタイミング、合意書

の写しの手交の有無やタイミングなど、より詳細についても検証すべきではないか。	

	

p.9	

番号（内部）79	

・生計回復策の内容について、「マイクロファイナンス」等の記載があるが、その開始タイミング等についても記載して、補償や

支援の提供時期として適切であったか、改善点がなかったかを検証すべきではないか。	

	

P.15	 	

・区域 B の出資決定時に着工がなかったことを理由に、合意取得等の要件が充足されていなくても可とされているようだが、当

該出資決定前にあるべき環境レビューや環境社会配慮事項の確認はいつ行なわれるのか。また、海外投融資の出資に係るそうし

たプロセスについては、現行ガイドラインで規定されているか。	

	

	

＜NGO が要請書で指摘した「運用・遵守状況」に係る「課題・教訓」への、JICA の「確認結果」に対するコメントおよ

び論点として議論されるべきと考える理由＞	

該当するガイドラ

インの内容	

ガイドラインの運用・

遵守状況	

課題・教訓	 NGO 指摘の「運用・遵守状況」に係

る JICA の確認結果への事実関係に

係るコメント	

課題・教訓が論点として議論され

るべき理由	

1.4	環境社会配慮

の基本方針（重要

事項 4）	

現場に即した環境

社会配慮の実施と

適切な合意の形成

のために、ステー

クホルダーの意味

あ る 参 加 を 確 保

し、ステークホル

ダーの意見を意思

決定に十分反映す

る。なお、ステー

（区域 A）影響住民グル

ープが JICA に複数回レ

ターを提出。2014 年 4

月 7 日にも、4 月 23～25

日の面談を要請。しか

し、回答をせぬまま、

JICA は 4	月 23 日に区域

A への出資を決定した。	

・影響住民に対す

る JICA の 対 応

（レター／要請書

等への文書回答、

面談要請への現地

事務所での対応

等）	

	

・	 10月29日のレターへの回答が2月3

日であったこと、4月7日のレター

への回答がJICA意思決定後の4月28

日であったこと、また、JICAガイ

ドライン違反について詳細に記し

た住民レターへのJICA回答が二、

三言の電話であったことが適切な

対応であったか検証すべき。	

・	 5月28日のJICAの電話による協議開

催の提案は、TSDGが異議申立てを

決め、審査役との日程調整を始め

た直後であった。	

・	 TSDGがJICAにレターを提出し、会

今回のレビュー調査では、4 月 23 日

以降の事実関係についてのみ淡々と

書かれ、最終的に JICA が対応したと

されているが、詳細な経緯が一切排

除されている。	

	

ここで NGO が挙げた問題意識は、融

資決定前に JICA が確認し、その意思

決定に反映すべき環境社会配慮の関

連事項について、住民から情報提

供・面談要請がなされているにもか

かわらず、JICA が適切な対応をせぬ

まま融資決定をしてしまった点にあ
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クホルダーからの

指摘があった場合

は回答する。	

合を申し込んでいる背景には、ミ

政府当局との協議がうまくいって

いなかったことがあり、そのよう

な状況のなか、二者間の協議をい

くら促しても、問題解決は進まな

い。JICAの認識・対応が不十分で

あった点を検証すべき。	

り、また、その結果として、解決せ

ぬままだった移転等に係る問題が、

融資決定後に深刻化し、異議申立て

がなされたという点にある。	

	

したがって、今後同様の問題が起き

ぬよう、ガイドライン改訂の必要性

の是非、および、その他の対処方法

が議論されるべきであると考える。	

2.5	社会環境と人

権への配慮	

表現の自由などの

基本的自由や法的

救済を受ける権利

が制限されている

地域における協力

事業では、相手国

政府の理解を得た

上で情報公開や現

地ステークホルダ

ーとの協議の際に

特別な配慮が求め

られる。	

（区域 A）移転した住民

の中には、政府当局から

「移転・補償合意文書に

署名しなければ、家が壊

される」と脅された家族

もいた。また、「土地の

補償を求めるなら、裁判

所へ行くように。」との

説明が政府当局からなさ

れた。JICA は現地の人

権状況に特別な配慮をす

べきだった。	

・JICA による人権

状況の事実関係の

把握方法と対応

（事業者・政府関

係者のみでなく、

当該住民との直接

協議／聞き取り

等）	

	

・	国際NGO（PHR）報告書によれば、

同調査対象29世帯中93％が移転を

断った場合にどうなるか不安・脅

威に感じたことがあったと回答。

これは、長期間にわたった軍事政

権下での経験等、ビルマの社会文

化背景を踏まえた特別な配慮が必

要であることを示唆する結果。	

・	少なくとも、審査役は短期間の現

地調査中に「強制された」と主張

する者の存在を確認しており、な

ぜJICA／専門家がそうした事実を

まったく確認・認識できなかった

か検証すべきだった。	

今回のレビュー調査では、政府関係

者や JICA 専門家の関係スタッフ等の

みに確認を行ない、脅迫等の事実が

確認できなかったとしている。	

	

したがって、NGO からは課題・教訓

として、当該住民との直接協議／聞

取り等が必要であるとの認識を示し

ており、今後同様の問題が起きぬよ

う、ガイドライン改訂の必要性の是

非、および、その他の対処方法が議

論されるべきであると考える。	

別紙 1		 対象プロ

ジェクトに求めら

れる環境社会配慮	

非自発的住民移転

（パラ 1）	

影響を最小化し、

損失を補償するた

めに、対象者との

合意の上で実効性

（区域 A）移転世帯の合

意取付が移転計画ドラフ

ト要約版の協議段階で開

始された。つまり、合意

時に「実効性のある対

策」は確定されていなか

った。また、移転計画ド

ラフト全文の公開以前に

一部補償の支払いが開始

・移転・補償・生

計支援の準備／実

施スケジュールに

応じた開発スケジ

ュールの調整・変

更	

・移転計画の策定

プロセスと合意取

付／補償・移転措

・	 RWP案のパブコメ（2013年11月4～

22日）やRWP完成は、多くの移転住

民にとって、合意文書への署名開

始後、また、補償受け取り開始

（10月25日）後であった。	

・	ほとんどの移転住民は、移転前に

RWPを読んでいなかった。	

・	国際NGO（PHR）の報告書によれ

ば、当局が実施した社会経済調査

今回のレビュー調査では、2013 年 10

月に合意取付のための協議開始の際

に RWP が事実上完成しており、それ

を基本に補償交渉・合意取付を実施

して問題がなかったとしている。	

	

しかし、実際に、2014 年 7 月、8 月

の協議等で、補償価格の問題点が住

民から挙げられるなど、後日に問題
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ある対策が講じら

れなければならな

い。	

された。対策が固まる前

に、補償内容が既成事実

化された。	

（区域 B）農地収用によ

り生計手段を喪失する複

数の農民（区域 2-1）の

合意取得が完了していな

いにもかかわらず、JICA

が区域 B への出資を決

定。（その後、区域 2-2

東部から工事を開始する

ことになったため、区域

2-1 の農民への実害は現

在のところ回避。）	

置実施の適切な手

順（移転計画ドラ

フト／最終版の公

開時期・期間の不

備による意思決定

への適切な参加の

欠如）	

	

（DMS）の結果が閲覧可能であるこ

とを移転住民の多くが知らなかっ

た。	

・	野菜・家畜の補償価格は、異議申

立後に開催された三者協議でも住

民側が問題を指摘。野菜の補償価

格は算出根拠を知らない住民もい

た（2014年7月8日、8月25日）。	

が指摘されていることから、「特段問

題なかった」と結論付けている根拠

が不明である。また、仮に「事実上

完成」していた RWP へのパブコメを

行なっていたとすれば、逆にパブコ

メの形骸化を認めていることにな

り、プロセスに問題があったと言わ

ざるをえない。	

	

したがって、今後同様の問題が起き

ぬよう、合意取付／補償・移転措置

実施の適切な手順に係るガイドライ

ン改訂の必要性の是非、および、そ

の他の対処方法が議論されるべきで

あると考える。	

同上	 非自発的住

民移転（パラ 2）	

相手国等により、

十分な補償及び支

援が適切な時期に

与えられなければ

ならない。	

（区域 A）移転が開始さ

れたとき、移転地はまだ

十分に整備されていなか

った。急な整備を進めた

結果、基本インフラの不

備につながった。一時通

学ができなくなった子ど

ももいた。生計回復支援

が適切な時期に行なわれ

なかったため、借金を余

儀なくされる世帯、移転

地を後にする世帯もい

た。	

（区域 A）SEZ 用の水源

となっている近隣の貯水

池からの灌漑用水の供給

が停止（乾季）された

・移転・補償・生

計支援の準備／実

施スケジュールに

応じた開発スケジ

ュールの調整・変

更	

・適切な時期の補

償・支援の実施	

・	政府が提供した家屋は、仏間や台

所等、基本的なものが欠如してい

たことについては、申立人らが審

査役にも伝えていた。	

・	排水設備は、排水路の側壁に作った

口より住宅区画のほうが低い箇所が

散見され、構造的な欠陥がみられ

る。この状況を改善するため、自費

（数十万チャット）で住宅区を埋め

立てた世帯もあった。	

・	移行期間の支援金支給は、住民の異

議申立後、2015 年に開始したもの。	

（2013 年 11 月～2014 年はなし。）

また、これまでに区域 A 移転地の計

30 世帯が家屋売却。約 13 世帯（う

ち約 6 世帯はこの 1 年）は借金返済

ができなかったためである。	

今回のレビュー調査では、審査役の

報告書で認めている「現地調査は、

限られた時間であった」との点を一

切考慮していない。	

また、「整備後の不備の改善・補修」

に言及しているが、NGO の問題意識

は、住民が移転地に入る時点で、そ

うした不備がないよう整備すべきだ

ったということである。	

さらに、「補償金を使い果たし」「多

額の借金をする世帯」との言及があ

るが、ここでの NGO の問題意識は、

そうした事態が起きぬよう、移転前

から十分かつ適切な対策をとるべき

だったということである。	

教育機会に関する問題は、現在解決

しているものの、異議申立てがなさ
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が、それに伴う生計手段

の喪失に対する補償は区

域 A の開発時には一切考

慮されず。	

・	タンリン郡の農民約 80 名は、2012

年 12 月に灌漑が止められて以来、

乾季の収入機会を喪失しているが、

依然補償を受領していない。	

れた時点（2013 年 11 月から 2014 年

6 月）までに起きた問題が起きぬよ

う、対策が講じられるべきであっ

た。	

	

したがって、今後同様の問題が起き

ぬよう、ガイドライン改訂の必要性

の是非、および、その他の対処方法

が議論されるべきであると考える。	

同上	 非自発的住

民移転（パラ 2）	

補償は、可能な限

り再取得価格に基

づき、事前に行わ

れなければならな

い。	

（区域 A）土地に対する

補償は一切なかった。	

（区域 B）土地に対する

補償について、市場価格

／取引等の調査結果、お

よび、補償水準（具体的

な単価）が文書で公開さ

れておらず、補償金の水

準が再取得価格として妥

当であるか評価できな

い。	

（区域 A、区域 B 共通）

その他の補償（家屋、作

物、家畜等）について、

市場価格の調査結果、お

よび、補償水準（具体的

な単価）が文書で公開さ

れておらず、補償金の水

準が再取得価格として妥

当であるか評価できな

い。	

※一部補償水準は口頭に

よる説明有り	

・再取得価格の妥

当性を評価するた

めの算出根拠（市

場価格調査等の結

果）の公開	

・補償水準（具体

的な単価数値）の

明示・公開による

不透明な補償交

渉・汚職・不正の

未然防止	

・	野菜・家畜の補償価格は、申立後

に開催された三者協議でも住民側

が問題を指摘。野菜の補償価格は

算出根拠を知らない住民もいた

（2014年7月8日、8月25日）。	

・	区域Bでは、各家畜、花、竹等の再

取得価格が一方的に提示され、交

渉の余地がなかった例、野菜一括

の金額のみ提示され、各々の野菜

の再取得価格の算出方法・根拠が

不明だった例、詳細な算出根拠を

示さず、「国際水準にしたがった金

額」と説明するのみだった例など

が報告されている。	

今回のレビュー調査では、「住民に補

償金の算定根拠が説明されている」

としている。	

	

しかし、実際に、2014 年 7 月、8 月

の協議等で、補償価格の問題点が住

民から挙げられるなど、後日に問題

が指摘されていることから、住民に

「説明されている」と結論付けてい

る根拠が不明である。	

	

また、「一般に公開するものではな

い」としているが、NGO の問題意識

は、住民によって補償単価が異なる

といった不公平・不正が起きる可能

性がある点にある。	

	

したがって、ガイドライン改訂の必

要性の是非、および、その他の対処

方法が議論されるべきであると考え

る。	

	



7	
	

同上	 非自発的住

民移転（パラ 2）	

土地や金銭による

（土地や資産の損

失に対する）損失

補償	

（区域 A）軍事政権時代

の土地収用を理由に、土

地に対する補償は一切考

慮されなかった。	

・現在の生計手段

から代替の生計手

段への移行を伴う

場合、その移行期

間を含めた生活水

準に対する十分な

配慮	

・	土地権の問題については、1997年

の住民による合意・署名が軍事政

権下という通常とは異なる状況下

で強制されたものであったことに

対する理解・配慮が欠如。また、

ミ政府の説明に対する住民の認識

や異なる法解釈をしている法律家

等の意見も踏まえて検証すべき。	

今回のレビュー調査では、土地権に

関する認識と補償に関して書かれて

いる。	

	

しかし、ここでの NGO の一番の問題

意識は、土地を喪失することを十分

に考慮しながら、移行期間も含めた

生計回復支援の必要があるという点

である。	

	

したがって、今後、移転で、家庭菜

園を含む土地を失い、生活が苦しく

なるといった問題が起きぬよう、ガ

イドライン改訂の必要性の是非、お

よび、その他の対処方法が議論され

るべきであると考える。	

同上	 非自発的住

民移転（パラ 2）	

以前の生活水準や

収入機会、生産水

準において改善又

は少なくとも回復

できるように努め

な け れ ば な ら な

い。持続可能な代

替生計手段等の支

援、移転に要する

費用等の支援、移

転先でのコミュニ

ティー再建のため

の支援等が含まれ

る。	

（区域 A）同地域で長

年、農業をしてきた農民

は、当初、農業を続ける

選択肢を与えられず、不

慣れな賃金ベースの生計

手段への移行を強いられ

た。職業訓練が必ずしも

雇用機会獲得につながら

なかった。家庭菜園や自

然採取の機会減少による

生活様式の転換につい

て、当初、一切配慮がな

されていなかった。	

・現在の生計手段

から代替の生計手

段への移行を伴う

場合、その移行期

間を含めた生活水

準に対する十分な

配慮	

・共有地や自然資

源（放牧・自然採

取等）の利用機会

の減少、もしく

は、喪失に対する

軽減措置	

	

・	これまでに区域 A 移転地の計 30 世

帯が家屋売却。約 13 世帯（うち約 6

世帯はこの 1 年）は借金返済ができ

なかったためである。この原因の一

つには、共有地等の利用機会の減少

／喪失が考えられる。したがって、

審査役も「家庭菜園」を提言として

言及している。	

今回のレビュー調査では、家庭菜園

や自然採取の機会減少等が移転世帯

にもたらした影響に関して、何ら言

及がない。	

	

しかし、NGO の問題意識は、住民の

移転前の生活におけるその重要性に

あり、その点を考慮した対策を移転

前から考えるべきであったというこ

とである。	

	

したがって、今後、同様の問題が起

きぬよう、ガイドライン改訂の必要

性の是非、および、その他の対処方

法が議論されるべきであると考え

る。	
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なお、職業訓練と雇用機会獲得の件

について、NGO 側からは「必ずし

も」つながらなかったとしており、

「雇用機会獲得がなかった」とは一

切言っていない。JICA は「事実では

ありませんが」としているが、文章

の解釈を改めていただきたい。	

同上	 非自発的住

民移転（パラ 3 お

よび 4）	

対 策 の 立 案 、 実

施、モニタリング

には、影響を受け

る人々やコミュニ

ティーの適切な参

加が促進されてい

な け れ ば な ら な

い。	

住民移転計画の作

成に当たり、事前

に十分な情報が公

開された上で、こ

れに基づく影響を

受ける人々やコミ

ュニティーとの協

議が行われていな

ければならない。	

（区域 A）住民協議は政

府当局の一方的な説明に

終わることが多く、住民

が意見・懸念を述べた場

合に政府当局が何かを約

束したとしても、実行に

移されることはなかった

（例えば、移転地の場所

の選択肢の付与等）。	

（区域 A）住民協議はシ

ョートノーティスで開催

され、事前に公開される

情報は議事事項のみと限

定的だった。多くの住民

は住民移転計画ドラフト

版が公開されていたのを

知らず、コメント期間に

意見表明することができ

なかった他、住民移転計

画の最終版が完成する前

に移転を強いられた（移

転前に十分な情報を提供

されなかった）。	

（区域 A、区域 B 共通）

・JICA による事実

関係の把握方法と

対応（事業者・政

府関係者のみでな

く、当該住民との

直接協議／聞き取

り等）	

・移転計画の策定

プロセスと合意取

付／補償・移転措

置実施の適切な手

順（移転計画ドラ

フト／最終版の公

開時期・期間の不

備による意思決定

への適切な参加の

欠如）	

・移転計画ドラフ

ト・最終版の公

開・周知方法（こ

れらの不備による

意思決定への適切

な参加の欠如）	

・資産調査結果に

・	「強いたか否か」は、移転を断っ

た場合にどうなるか不安・脅威に

感じたことがあった住民も多数い

るように、依然として発言を控え

る住民も多いこと、また、住民と

当局の交渉力が異なることを念頭

におくべき。	

・	 RWPのアウトラインは協議会当日

（2013年9月21日）に配布され、協

議会当日は十分に議論する時間は

なかった。また、数日の意見受付

期間（9月30日まで）が設けられた

ものの、その後はグループ間・個

別協議のなかで、つまり、一部住

民との間で決定されたことも多

く、透明なプロセスの下、PAPsの

意見が十分に反映されていたとは

言えない。さらに、意見受付期間

中に、合意書への署名とりつけが

開始され（一部住民は当局関係者

から脅しの発言も受け）たため、

住民が余裕をもって、適切かつ十

分に議論する環境が損なわれた。	

・	 RWP案のパブコメ（2013年11月4～

今回のレビュー調査では、ショート

ノーティスであっても多くの参加が

あったとしている。	

	

しかし、NGO の問題意識は、「事前に

十分な情報が公開」されていたかと

いう点であり、開催情報のみに留ま

らない。	

	

また、RWP の公開方法が記載されて

いるが、それをもって「十分な情報

周知」であったかは不明である。	

	

DMS は公開されていることを知らな

い住民が多いことからも、その情報

を十分に理解して補償交渉をしてい

た住民がどれ程いたのかは疑問であ

る。	

	

したがって、今後、同様の問題が起

きぬよう、ガイドライン改訂の必要

性の是非、および、その他の対処方

法が議論されるべきであると考え

る。	
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補償算定調査（社会経済

調査の補足調査）の結果

について、当該住民が認

識・確認できていないケ

ースがあり（写しが手交

されておらず、近隣の事

務所で閲覧可能であるこ

とを知らない）、十分な

補償交渉ができない。ま

た、移転・補償に関して

署名した合意文書がすぐ

に手交されないため、協

議・苦情申立てを速やか

にできず、必要な対応の

遅れの原因にもつなが

る。	

ついて、その写し

を個々の当該世帯

に手交	

・移転・補償対象

者が署名した合意

文書について、そ

の写しの当該世帯

への早急な手交	

22日）やRWP完成は、多くの移転住

民にとって、合意文書への署名開

始後、また、補償受け取り開始

（10月25日）後であった。また、

ほとんどの移転住民は移転前にRWP

を読んでいない。	

・	国際NGO（PHR）の報告書によれ

ば、当局が実施した社会経済調査

（DMS）の結果が閲覧可能であるこ

とを移転住民の多くが知らなかっ

た。	

・	移転合意文書は、2014年8月に当局

が合意文書を移転住民に手交し始

めた後に、複数の内容があること

が判明。また、合意文書を手交さ

れた同年8月に（内容をよく理解せ

ぬまま）移転合意文書への署名を

した世帯もあった。JICAは書類の

雛形しか確認しておらず、移転合

意文書への署名もせぬまま、移転

させられた世帯があった可能性も

ある。	

・	補償の内訳書についても、署名後

にすぐコピーが手交されず、補償

支払時に手交されたため、その

間、補償価格等に係る問題を検証

できない状況にあった例がある。	

	

	

	

２．JICA 環境社会配慮ガイドラインのレビュー調査アイテム	

	 	 No.	036	ミャンマー：ティラワ地区インフラ開発事業について	
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＜質問事項＞	

p.1	

整理番号 9	

・協力準備調査の最終報告書の公開に関して、「有」と記載されているが、公開のタイミングについても確認すべきではないか。

なお、本件については、メコン・ウォッチから提出した要請書（2013 年 5 月 24 日付）のなかで、「最終報告書もしくはそれに相

当する文書」の公開が「環境レビュー前」のタイミングで行なわれなかったこと、また、本件がたとえカテゴリ B 案件であった

としても第三者から環境社会配慮面での懸念が指摘されていることからガイドラインに規定されている「必要に応じ」た公開が

必要であることが指摘されていた。	

	

・モニタリング結果の公開に関して、「電力」は未合意とあるが、その理由も記載すべきではないか。また、その公開状況は「有」

と記載されているが、これは「港湾」についてのみか。	

	

p.2	

整理番号 11	

・環境社会配慮文書およびモニタリング結果の公開について、JICA から働きかけたにもかかわらず、港湾のモニタリング結果を

除き、すべて公開の合意を相手国実施機関から得られなかった理由についても記載すべきではないか。	

	

整理番号 12	

・第三者からの情報提供の求めの有無と対応状況確認に関しては、実施機関のみでなく、JICA 自身への求めの有無と対応状況も

確認すべきではないか。	

	

整理番号 14	

・カテゴリ分類の根拠と実態の乖離に関して、「無」と記載されているが、後段で「社会事項における環境レビュー結果とモニタ

リング結果の乖離」が「有」とされていることから、前者について「無」とする根拠を記載すべきではないか。	

	

整理番号 16	

・本件に関する指摘は、メコン・ウォッチが提出した 2013 年 5 月 24 日付要請書でも詳細に書かれており、仮に JICA による「不

可分一体の事業」の定義を用いた場合でも、本件とティラワ SEZ 開発事業が「不可分一体ではない」ということを短絡的には結

論付けられない理由が示されている。また、現行 JICA ガイドラインの策定過程における「不可分一体の事業」に関する議論	の

なかで、こうした定義設定をすることの難しさ、および、個別案件ごとにケース・バイ・ケースで判断せざるを得ないことが共

有されており、その認識が、『環境社会配慮ガイドラインに関する良くある問答集』でも記載されている点が指摘されている。今
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回の JICA のレビュー調査では、論点とすべきか否かの検討材料として、こうした JICA と異なる意見も併記すべきではないか。	

	

p.4	

整理番号 41	

・「事業実施段階で影響世帯数が増加」したことについて、「ガイドライン自体の問題や運用能力の問題によるものではなく、事

業予定地の変更によるもの」とあるが、これは後段にあるとおり、「詳細設計調査の結果」を踏まえての変更ということか。メコ

ン・ウォッチが提出した 2013 年 5 月 24 日付要請書では、港湾・電力事業に伴う農地収用や家屋立ち退きへの影響について特に

配慮なされるべき点が指摘されており、JICA が環境レビュー時により多くの影響世帯数を把握／予測することができた可能性は

なかったか。本件は、相手政府機関による社会モニタリング結果が公開されておらず、詳細が不明のため、今回の JICA レビュー

調査における現地調査の結果をより詳細に記載すべきではないか。	

	

p.6	

整理番号 63	

・本件に関する指摘は、メコン・ウォッチが提出した 2013 年 5 月 24 日付要請書でも詳細に書かれており、仮に JICA による「不

可分一体の事業」の定義を用いた場合でも、本件とティラワ SEZ 開発事業が「不可分一体ではない」ということを短絡的には結

論付けられない理由が示されている。また、現行 JICA ガイドラインの策定過程における「不可分一体の事業」に関する議論	の

なかで、こうした定義設定をすることの難しさ、および、個別案件ごとにケース・バイ・ケースで判断せざるを得ないことが共

有されており、その認識が、『環境社会配慮ガイドラインに関する良くある問答集』でも記載されている点が指摘されている。今

回の JICA のレビュー調査では、論点とすべきか否かの検討材料として、こうした JICA と異なる意見も併記すべきではないか。	

	

整理番号 68	

・社会的弱者が被影響世帯に含まれていないとされているが、土地権を持たない農民は、社会的弱者ではないのか。	

	

・協議内容について、「非正規農民 3 者と耕作期間について協議した」とあるが、メコン・ウォッチが 2013 年 5 月 24 日付で提出

した要請書では、事業地で農業ができなくなる 3 名は、少なくとも 2013 年 5 月 10 日まで、どの政府機関からも「港湾建設によ

る影響」に関する協議を受けたとの認識はなかった。この協議内容はどのように確認したのか。現地調査で住民に対する直接の

聞取りを行なったのか。	

	

p.8	

整理番号 69	

・「外部からの指摘事項は確認されない」とされているが、メコン・ウォッチの 2013 年 5 月 24 日付提出の要請書では、住民協議

に関する指摘がなされており、それについても確認すべきではないか。	
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整理番号 70	

・「社会的弱者が存在しない」とされ、確認がなされていないが、土地権を持たない農民は、社会的弱者ではないのか。	

	

p.9	

整理番号 76	

・対象者と「書面で合意済み」とされているが、合意文書の作成プロセス、合意取付プロセスやタイミング、合意書の写しの手

交の有無やタイミングなど、より詳細について確認すべきではないか。	

	

p.10	

整理番号 80	

・港湾事業で、PAH の追跡調査を「実施機関に要請中」とあるが、この要請は今回の JICA レビュー調査にあたって、なされた要

請か。それとも、以前からなされていた要請か。前者だったとして、同レビュー調査の最終報告書には、追跡調査の結果が記載

されるという理解でよいか。	

	

・ガスパイプラインの項目にある「移動性の高い耕作者」とは、具体的にどういう農民を指しているか。	

	

	

＜NGO が要請書で指摘した「運用・遵守状況」に係る「課題・教訓」への、JICA の「回答」に対するコメントおよび論

点として議論されるべきと考える理由＞	

	

該当するガイドラ

インの内容	

ガイドラインの運用・遵

守状況	

課題・教訓	 NGO 要請書への	JICA 回答に対する

コメント	

課題・教訓が論点として議論され

るべき理由	

2.2	カテゴリ分類	

2.	カテゴリ A：環境

や社会への重大で望

ましくない影響のあ

る可能性を持つよう

なプロジェクトはカ

テゴリ A に分類され

る。また、影響が複

不可分一体の事業であるテ

ィラワ SEZ 開発に伴う大規

模な住民移転は、カテゴリ

分類には反映されなかっ

た。（JICA は、ティラワ

SEZ 開発が不可分一体の事

業ではないという認識とと

もに、仮に不可分一体の事

・別紙 1「検

討する影響の

スコープ」に

ある「合理的

と考えられる

範囲内で、派

生的・二次的

な影響、累積

・	仮に定義を用いた場合であって

も、本件がティラワ SEZ 開発事業

と「不可分一体ではない」という

ことを短絡的には結論付けられな

い。まず、周辺インフラが未整備

な状況で、ティラワ SEZ 開発事業

の想定している開発・投資効果を

得ることは明らかに不可能である

ここでの NGO の問題意識の一つは、

「不可分一体の事業が何か」という

点の他、JICA が「不可分一体の事業

に係る環境社会影響の程度をカテゴ

リ分類に反映しない」という見解を

示したことにある。	

	

別紙 1「検討する影響のスコープ」
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雑であったり、先例

がなく影響の予測が

困難であるような場

合、影響範囲が大き

かったり影響が不可

逆的である場合もカ

テゴリ A に分類され

る。影響は、物理的

工事が行われるサイ

トや施設の領域を超

えた範囲に及びう

る。	

業であったとしても、カテ

ゴリ分類には反映しないと

いう見解を示した。）	

的影響及び不

可分一体の施

設の影響」の

カテゴリ分類

への反映	

	

ため、日本政府も「電力・港湾等

の関連インフラは円借款を活用し

て整備」	する方針を示してきた。

また、JICA が説明するとおり、SEZ

だけでなく周辺地域にも裨益する

公共性の高いインフラ整備の支援

を行うにせよ、同インフラ事業で

見込まれる事業効果	を SEZ が存在

しなかった場合を想定して算定

し、200 億円もの円借款の妥当性

（実行可能性）を結論付けている

か否かは疑問が残る。	

にある「不可分一体の施設の影響」

がカテゴリ A に分類される一方、対

象事業がカテゴリ B の場合、前者の

カテゴリが対象事業のカテゴリ分類

に反映されるか否かは、EIA 等の実

施や環境社会配慮文書の公開等が要

件とされるか否かに関わる重要な論

点であると考える。	

別紙 1		 対象プロジ

ェクトに求められる

環境社会配慮	 検討

する影響のスコープ	

2.	調査・検討すべき

影響は、プロジェク

トの直接的、即時的

な影響のみならず、

合理的と考えられる

範囲内で、派生的・

二次的な影響、累積

的影響、不可分一体

の事業の影響も含

む。	

JICA は、「JICA 事業の一部

として実施しない関連事業

のうち、①	仮に JICA 事業

がなければ、その関連事業

は建設される、あるいは、

拡張されることはなく、か

つ、②	その関連事業がな

い場合には、JICA 事業は実

行可能性がないと考えらえ

る事業」という定義を示

し、ティラワ SEZ 開発を不

可分一体の事業であると認

めなかった。	

・不可分一体

の事業である

か否か、ケー

スバイケース

での公正な判

断	

・	同上	 現行 JICA ガイドラインの策定過程に

おける「不可分一体の事業」に関す

る議論	のなかで、「不可分一体の事

業」の定義設定をすることの難し

さ、および、個別案件ごとにケー

ス・バイ・ケースで判断せざるを得

ないことが共有されており、その認

識が、『環境社会配慮ガイドラインに

関する良くある問答集』でも記載さ

れている。	

	

今回のガイドライン改訂議論にあた

り、上記の議論を踏まえたガイドラ

イン運用がなされていないことを再

度議論すべきであると考える。	
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